
ご負担していただく修繕 トラブル対応、事故の際は。

入居のしおり

株式会社 クリムト
株式会社クリムト

日中連絡先：TEL (025)  240-1331
(9:00 ～ 17:00)
　　連絡先：TEL (043)  274-1244
(17:00～翌9:00）

夜 間
休 日

24 時間 365 日対応
　ご入居の皆さまに快適な生活をお送りいた
だくため、夜間の連絡が可能なコールセンター
を導入しております。皆さまのご入居中のト
ラブルに対応いたしております。

建物または附属設備等の修繕費用につき、下記のよ
うな場合には、お客様のご負担となります。ご注意
ください。
１．トイレの詰まり
・テッシュペーパー・生理用品・異物を流した場合

２．消耗品の交換
・浴室・トイレ・手元灯灯の電球および蛍光灯の交換
・玄関ベル・リモコン等の電池交換

３．鍵の交換
・鍵紛失による鍵交換

４．使用方法の誤りによる修理
・風呂釜の空炊きによる風呂釜修理
・シャワー等の水を直接風呂釜に浴びせ、風呂釜を腐
食させた場合の修理費用
・エアコンの目詰まりによる故障修理
・水道蛇口の締めすぎによる水漏れ修理
・換気不足による結露でのカビの発生・害虫の発生
・バルコニーの排水口目詰まりによる水漏れ事故の復旧
・冬季不在時水抜き忘れによる給水管・給湯器損傷修理

５．故意または過失による汚損・損傷
・畳・床・壁・柱・襖・設備等の汚損または損傷修理

６．管理者へ許可無くおこなった修理
・緊急を要するもの、管理者の休日等で連絡がつかずやむ無
く修理したものを除く

７．入居中の内装工事
・畳・襖・壁クロス・クッションフロア等の張替

８．入居者の確認不足による費用発生
・TVの映りが悪いということで点検したが、TV自体または
配線が不良だった時の点検料
・ガスや水道の元栓が締まっている為に、火がつかなかった
り、水が出ないとして点検を依頼した時の点検料
・トイレタンク内で、鎖のからみや洗浄剤の詰まりによるト
イレ修理

９．冷暖房器具の取り付け
・冷暖房器具の取り付けに関しては、退居の際は原状に戻さ
なければならず、修復できない損傷がある場合は、その修
復に要する費用

10．管理責任から生じる費用発生
・雨戸・シャッターを開けていて第３者に窓ガラスを割られ
たガラス修理（原則入居者負担）

11．尊守事項
・禁止事項および注意事項を尊守しない為に生じた破損等の
修理費用

火災報知器の誤作動

設備の損傷
断水・水漏れ

カギの紛失

火事・ボヤなどの事故

駐車場内の事故

生活騒音

ゴミ出し
マナー苦情

※場合によっては対応できない内容もありますのでご了承ください

不正駐車

迷惑駐車

株式会社クリムト
〒950-0911 新潟市中央区笹口２番29号
TEL  (025)240-1331

ピタットハウス古町店
〒951-8063 新潟市中央区古町通5番町584

StageR 1F
TEL  (025)227-6520

ピタットハウス新潟店
〒950-0911 新潟市中央区笹口２番29号
TEL  (025)243-5144

ピタットハウス新潟万代店
〒950-0088 新潟市中央区万代1丁目4-33

損保ジャパン新潟セントラルビル1F
TEL  (025)245-8500



ごあいさつ

入居したらまず

入居時のお願い 退去時のお願い

お家賃のお支払いについて

　この度は、弊社管理賃貸住宅へご入居い
ただきありがとうございます。
　当物件は、オーナーから委託を受け株式
会社クリムトが、オーナーに代わって、入
居中のお世話をさせていただきます。

電気・ガス・水道の使用開始。

設備の増設を行いたい。

　当物件の家賃・共益費のお支払いは弊社ま
でご入金ください。
　翌月分家賃を前月末までにお支払い下さ
い。お客様の口座から自動で引き落としを行
う口座振替もご利用いただけます。
（一部該当しない物件もあります。）

現状確認書を一週間以内にご返送ください。

共同生活のルールを守って快適な生活を

音には気づかいを

保守点検・工事にご協力をお願い致します。
　消防設備の点検や改修工事のためお部屋への入
室をお願いする場合もございますので、その際に
は、ご協力をお願い致します。

退居のご連絡は１ヶ月前までに１ヶ月前１ヶ月前

　入居２～３日前までに
各会社に開栓の連絡をし
てください。ガスは本人
の立会がないと開栓でき
ませんので、立会日には
必ず在宅してください。

　お客様のご入居前、室内の修繕
チェックを行っておりますが、より
快適にご利用いただくため、お客様
から室内の設備、備品が不具合なく
機能していることのご確認をお願い
致します。指摘の有無にかかわらず、
ご入居一週間以内にご返送くださ
い。ご返送がない場合、退去時の補
修費用負担のトラブルになりかねま
せんので、必ずご返送ください。
※軽微な傷、汚れは修理等いたしませんので、
　予めご了承ください。

　ゴミの回収日や収集場所、ゴミの分別
について各自治会のルールを守って収集
日の当日の朝に出しましょう。粗大ゴミ
の回収については市役所、家電製品の回
収については家電販売店に引き取りを依
頼して下さい。

　共同住宅では生活スタイルの異なる家族が暮ら
しているため、当然色々な音が出ます。通常の音
であれば「生活音」としてお互いに発する音なの
で慣れる事が必要です。昼間ならばまったく気に
ならない音でも、早朝や深夜には何倍もの音に聞
こえ、子供の飛び跳ねる音、ドア・襖等の開閉音
は想像以上に響きます。カーペットやスリッパに
より階下に響く音をかなり防ぐ事が出来ます。時
間帯により他人の神経を刺激しない程度に抑える
気づかいをお願い致します。

　エアコン、ＢＳアンテナの取り付け
の際は事前に当社までご相談下さい。
ご相談なく建物に支障がある場所に取
り付けた場合、撤去をお願いする事も
ありますのでご注意ください。

公共料金の精算・閉栓は退去日までに。
　退去の日までに、電気・ガス・水道・電話・インター
ネット・ＮＨＫ等、それぞれの料金の精算と閉栓の
手続きをしてください。
・東 北 電 力：0120-175-266
・北 陸 ガ ス：025-229-7000
・新潟市水道局：0120-411-002
・Ｎ Ｈ Ｋ：0120-151515

郵便局へは転送願いを
　郵便物の新住所への転送願いを郵便局の窓口にあ
る所定の用紙にて提出し、手続きをしてください。

退去時にご用意いただくもの
１．契約時にお渡しした鍵（スペアキーを含む）
２．お認め印
３．敷金返却口座の確認ができるもの（通帳・キャッシュカー

ドなど）

退去の立合い
　退去の当日、家財をすべて搬出した後に、お客様と
担当者が立合い、室内の汚損や破損等の状況確認を行
い、お客様にご負担いただく補修・修理費用をご相談
の上、決めさせていただきます。
　敷金精算金額が明確になり、ご安心いただけると思
います。

敷金の精算
　敷金の精算返却は、過不足等を確認の上、ご指定の
口座へ振込にて返金いたします。


